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１．実施概要 

（１）保安検査実施期間（詳細日程は別添１参照） 

①基本検査実施期間 
自 平成２９年１１月２７日（月） 
至 平成２９年１２月８日（金） 
 

（２）保安検査実施者 

柏崎刈羽原子力規制事務所 
平田 雅己 
村上 弘 
山賀 悟 
阿部 利扶 
内海 信一 
和田 武 
黒川 武雄 
瀬下 拓也 

 
２．柏崎刈羽原子力発電所の設備及び運転概要 

号 機 出 力 

（万ｋＷ） 

運転開始年月 前四半期から保安検査終了日までの 

運転状況 

１号機 １１０ 昭和６０年９月 

運転期間 

（―） 

停止期間 

（平成２３年８月６日～） 

施設定期検査期間 

（平成２３年８月６日～） 

２号機 １１０ 平成２年９月 

運転期間 

（―） 

中越沖地震により停止 

停止期間 

（平成１９年２月１９日～） 

施設定期検査期間 

（平成１９年２月１９日～） 

３号機 １１０ 平成５年８月 

運転期間 

（―） 

中越沖地震により停止 

停止期間 
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（平成１９年７月１６日～） 

施設定期検査期間 

（平成１９年９月１９日～） 

４号機 １１０ 平成６年８月 

運転期間 

（―） 

中越沖地震により停止 

停止期間 

（平成１９年７月１６日～） 

施設定期検査期間 

（平成２０年２月１１日～） 

５号機 １１０ 平成２年４月 

運転期間 

（―） 

停止期間 

（平成２４年１月２５日～） 

施設定期検査期間 

（平成２４年１月２５日～） 

６号機 １３５．６ 平成８年１１月 

運転期間 

（―） 

停止期間 

（平成２４年３月２６日～） 

施設定期検査期間 

（平成２４年３月２６日～） 

７号機 １３５．６ 平成９年７月 

運転期間 

（―） 

停止期間 

（平成２３年８月２３日～） 

施設定期検査期間 

（平成２３年８月２３日～） 

 
３．保安検査内容 

今回の保安検査では、下記に示す検査項目について、立入り、物件検査、関係者への質

問により、保安規定の遵守状況を確認するとともに、日々実施している運転管理状況の聴

取、記録確認、発電用原子炉施設の巡視等についても保安検査として実施した。 
 

（１）基本検査項目（下線は保安検査実施方針に基づく検査項目） 

①上期発電所長レビューの実施状況 
②保守管理の実施状況 
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③放射線被ばく管理の実施状況 
④原子力防災資機材の管理状況（抜き打ち検査） 
⑤放射性固体廃棄物の保管状況（抜き打ち検査） 

 
（２）追加検査項目 

   なし 
 

４．保安検査結果 

（１）総合評価 

今回の保安検査においては「上期発電所長レビューの実施状況」、「保守管理の実施

状況」、「放射線被ばく管理の実施状況」、「原子力防災資機材の管理状況（抜き打ち検

査）」及び「放射性固体廃棄物の保管状況（抜き打ち検査）」を基本検査項目として選定

し、検査を実施した。 
基本検査の結果、「上期発電所長レビューの実施状況」については、平成２８年度マネ

ジメントレビュー直後の経営層の交代人事のため遅れていた品質方針の見直しについて、

平成２９年１０月３０日付で社長による表明が行われたことを踏まえ「セルフアセスメント実施

基本マニュアル」に基づき、品質目標の見直しを平成２９年１２月２２日までに実施する計

画であることを本社依頼文書により確認した。 

なお、品質方針及び品質目標の見直しは遅れたものの、マネジメントレビュー及び原子

力・立地本部長レビュー結果における指示事項は平成２９年度の業務計画に反映されて

おり、この業務計画に基づく平成２９年度上期の活動は、上期発電所長レビューにおいて、

「マネジメントレビュー実施基本マニュアル」に基づき必要な情報がインプットされ、レビューの

結果として指示事項がアウトプットされていることを上期発電所長レビューにおけるレビュー資

料及びその議事録により確認した。 
 

「保守管理の実施状況」については、保守管理に係る基本的な業務要領が「保守管理

基本マニュアル」等に、プラント長期停止に係る保全業務としての対応が「プラント長期停止

時対応マニュアル」に、特別な保全計画を作成する際の要求事項が「プラント長期停止に

伴う特別な保全計画作成・管理ガイド」に定められていることを確認した。 
平成２８年度以降、保全活動の実施において “点検期限”に係る不適合が約２０件発

生しているものの、多くの場合、点検期限前に不適合報告書が起票され、関連ガイドに従

い機器の健全性評価を実施し期限延長の手続きが適切に取られていることを確認した。 
保守管理及び保全の有効性評価については、平成２８年度第１回保安検査における指

摘事項に対して、仕組みの改善を図り改訂された関連マニュアルに基づき、平成２８年度の

保守管理及び保全に係る活動の評価が実施されていることを確認した。 
 
「放射線被ばく管理の実施状況」については、所員、協力企業等の放射線業務従事者
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の被ばく線量限度が「電離放射線障害防止規則」等に基づき設定されていることを「線量

管理要領」により確認した。 
放射線業務従事者の外部被ばくについては、Ｘ線、γ線、中性子線は、１ｃｍ線量当

量、β線は、７０μ線量当量を測定することとしており、内部被ばくについては、男性は、三

月に 1 回、女性（妊娠の可能性のない女性を除く）は一月に１回、ホールボディーカウンタに

よる測定を実施しており、同規則に従って線量測定することが定められていることを同管理

要領等にて確認した。線量評価については、不均等な被ばくを受ける場合は、体の各部位

ごとに個人線量計を装着し、その測定値に部位別の臓器・組織のリスクを考慮した荷重係

数を掛けて実効線量を算出するなど、「被ばく線量の測定・評価マニュアル（原子力安全技

術センター）」に従い適切に行うものとしていることを同管理要領により確認した。 
 

「原子力防災資機材の管理状況（抜き打ち検査）」については、資機材所有の主管グル

ープが「原子力防災資機材等の管理にかかる運用ガイド」等に基づき点検を実施して、その

結果を共有ファイルである「資機材に係る管理表」へ入力し、防災資機材の管理を統括す

る防災安全ＧＭが確認することを聴取した。 
また、強風、積雪等の自然災害の発生が予想される場合に備え、事前に緊急時に対応

できる体制を確保するため「前兆事象対応要領」が定められており、気象庁による予報等を

入手した時点で防災安全部長等が発電所長に具申し対策本部を発足する等により、緊

急時体制が求められる状況となる前に防災体制を整えるものとしていることを確認した。 
現場において資機材倉庫を確認した結果、「資機材倉庫－配置図」に基づいて資機材

は整理された状態で管理されており、資機材ごとに名称、管理番号、保管数量、仕様等を

記載したプレートを添付し、識別がなされていることを確認した。 
 

「放射性固体廃棄物の保管状況（抜き打ち検査）」については、固体廃棄物貯蔵庫に

おけるドラム缶の保管に関し「放射性固体廃棄物管理要領」において、週１回の通路側か

らの目視による巡視及び半年に１回のカメラ使用による固体廃棄物群の中央部を含めた巡

視を行うことが定められていることを確認した。本検査期間中に予定されていた週１回の目

視による巡視に立会い、同要領に従い実施されていることを確認した。 
ドラム缶の保有量については、３カ月に１回の保有量の記録により確認すること及び半年

に１回の巡視の際にドラム缶全数の存否を確認することが同要領に定められており、それら

の確認結果をそれぞれの記録により確認した。 
 
 保安検査期間中の日々の運転管理状況については、発電用原子炉設置者からの施設

の運転管理状況の聴取、運転記録の確認、発電用原子炉施設の巡視等を行った結果、保

安規定違反となる事項は認められなかった。 
 
 以上のことから、今回の保安検査を総括すると、選定した検査項目に係る保安活動は、
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良好なものであったと判断する。 
 

（２）検査結果 

１）基本検査結果 
①上期発電所長レビューの実施状況 

平成２９年度第３回保安検査（本社検査）での「マネジメントレビュー」に係る検査に

おいて、平成２８年度マネジメントレビュー直後の経営層の交代人事のため品質方針の

見直しに係る社長との調整が遅れている旨を聴取していたが、平成２９年１０月３０日

付けで社長による見直しの表明が行われたことを「原子力品質保証規程」により確認し

た。この品質方針の見直しを踏まえ「セルフアセスメント実施基本マニュアル」に基づき、

品質目標の見直しを平成２９年１２月２２日までに実施する計画であることを本社依

頼文書「品質方針の改訂に伴う２０１７年度品質目標の確認について（依頼）」により

確認した。 
平成２９年度上期の活動については、品質方針及び品質目標の見直しが遅れてい

たものの、マネジメントレビュー及び原子力・立地本部長レビュー結果からの指示事項に

係る活動は平成２９年度の業務計画に反映されており、この業務計画に基づく活動は

「マネジメントレビュー実施基本マニュアル」に基づき、上期発電所長レビューにおいて、

「監査の結果」等の必要なインプット情報に対し、分析及び課題の抽出を行い報告さ

れていることを「２０１７年度上期発電所長の行うレビュー資料」により確認した。アウトプ

ットとしては、「品質マネジメントシステム及びそのプロセスの有効性の改善」の項目にお

いて、“パフォーマンス向上担当（以下「ＰＩＣｏ」という。）サポ－タの設置にあたり、ＰＩＣｏ

及びＰＩＣｏサポ－タの期待事項、業務量等について明確にすること”及び「業務の計画

及び実施にかかわる改善」の項目において、“安全対策工事について、所内及び本社

と引き続きタイムリーに情報を共有すること”等を課題とし、アクションプランを策定するこ

とをフォローアップ事項として指示していること並びに「資源の必要性」については“必要な

し”としていることを「２０１７年度上期発電所長の行うレビュー実施議事録」により確認

した。一方「資源の必要性」について“必要なし”としているものの原子力・立地本部長

レビューにおいて抽出された課題“人的資源が不足している”に対する活動として、個々

の業務に対し、どのようなスキルを持った要員が何名必要か整理していることを「実働要

員数整理表」により確認するとともに、改善責任元である本社原子力安全・統括部に

おいて、原子力部門内専門分野別の必要人員と現状の配置状況の把握･整理を進

めている旨聴取した。 

なお、マネジメントレビュー及び原子力・立地本部長レビューからの指示事項とそれに 

基づく業務計画との関連付けが明確でないことから、今後改善する方針であることを検

討書「発電所長の行うレビューにおける課題と今後の対応について」により確認した。 

上期発電所長レビューの結果については、社内イントラネット「２０１７年度上期発電

所長の行うレビューの資料及び議事録の掲載について」により所員に周知していることを
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確認した。 

以上のことから、当該検査項目に係る保安規定の遵守状況は、良好であると判断

した。 
 

②保守管理の実施状況 
保守管理の仕組みについては、「保守管理基本マニュアル」に保守管理に係る基本

的な業務要領が定められており、そのために必要となる保全対象範囲、保全重要度、

保全方式及び保全内容・周期の決定の考え方については「重要度分類・保全方式策

定マニュアル」に保守管理に係る業務プロセスの具体的な実施内容については「点検計

画管理ガイド」に定められていることを確認した。 

プラント停止状態が長期化していることに伴う保全については、「プラント長期停止時

対応マニュアル」において、定検単位で点検すべき機器のうち定検停止中に劣化・特性

変化の可能性がある部位を特別な保全計画の対象としていること、「プラント長期停止

に伴う特別な保全計画作成・管理ガイド」において、特別な保全計画に基づく点検計

画を作成する際の要求事項として、点検期限の管理方法、点検期限を延長する場合

に必要な処置等が定められていることを確認した。 

平成２８年度以降、特別な保全計画対象以外を含めた保全活動に係る不適合の

うち“点検期限”に係るものが約２０件発生していることを「点検期限超過及び延長に

係る不適合リスト」により確認したが、多くの場合、点検期限前に不適合報告書を起

票するとともに、「保守管理基本マニュアル」に従い期限超過後における機器の健全性

に影響を与えないことを評価した「技術検討書」が作成されており、期限延長の手続き

が適切に取られていた。なお、不適合報告書において類似不適合の再発を防止するた

めの是正処置の検討が“不要“と扱われており、本来の期限を延長する事案が頻発し

ていることから、今後不適合報告書に”本来の点検期限を守る“ための是正処置を検

討する方針であることを検討書「機器点検期限延長に対する再発防止に関する取り

組み方針案について」により確認した。 

また、保全活動に係る不適合のうち“保全の仕組み（保全方式や点検頻度等）”の

見直しに関わるものは、「保全の有効性評価マニュアル」に基づく評価が実施されている

ことを保全部門の各グループが作成する「保全の有効性評価結果記録シート」により確

認した。タービングループにおける有効性評価の例では、プラント停止期間中のロータの

たわみ防止のため、当初は長期保管対策としてタービンのターニング運転を実施するも

のとしていたが、想定を超えてプラント停止が長期化していることから“常温停止状態で

ある現状においてロータたわみが残留することはなく、今後プラント起動する際のタービン

起動前に４８時間以上ターニングを実施することによりたわみが解消されること”を技術

的に評価し、定期的なターニング運転（１回／月）を廃止していることなどを関連する技

術検討書により確認した。 

保守管理及び保全の有効性評価については、平成２８年度第１回保安検査におい
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て指摘した“社長による保守管理の実施方針に直接関連した課題（保全重要度と保

全方式設定の不整合）に対する保守管理の有効性評価の未実施”に対して、仕組み

の改善を図り改訂された「業務計画ならびに品質目標、保守管理目標の策定ガイド」

に基づき、平成２８年度の活動に対する保全の有効性評価が実施されたことを「平成

２８年度保守管理の有効性評価の記録シート」により確認した。ただし、社長方針であ

る“保全重要度の最適化”に直接関連する活動が順調に進捗していない事実がありな

がら、実施部門で対応できる場合は結果を上位職にインプットしなくてよいルールとして

いるためその問題が上位職に十分に認識されず、確実なＰＤＣＡが展開されない懸念

があることから、「業務計画ならびに品質目標、保守管理目標の策定ガイド」の見直

し・改善を検討する方針であることを検討書「保守管理の実施状況における課題と今

後の対応について」により確認した。 

以上のことから、当該検査項目に係る保安規定の遵守状況は、良好であると判断

した。 

 
③放射線被ばく管理の実施状況 

保安規定第９９条及び第１０５条の規定に基づき放射線管理を適切に行うため、所

員及び協力企業等の放射線業務従事者の被ばく線量限度については、通常作業、

緊急作業及び緊急作業従事以降の作業に対して「電離放射線障害防止規則」及び

「原子炉施設等における緊急作業従事者等の健康の保持増進のための指針」に基づ

いて設定されていることを「放射線管理基本マニュアル」により確認した。さらに、事業者

の自主的な取り組みとして、線量限度より低い確認線量を設定し、確認線量を超えた

もしくは超える恐れのある場合は、対象となる従事者個人の線量管理計画を作成して

被ばく管理を行うなど、各人が線量限度を超えないように管理されていることを「線量管

理要領」及び「線量管理計画書」等の記録にて確認した。 

業務従事者の外部被ばくは、男性又は妊娠する可能性がないと診断された女性に

おいては胸部、その他の女性においては腹部に個人線量計を装着し、Ｘ線、γ線、中

性子線については１ｃｍ線量当量、β線については７０μ線量当量を測定すること、ま

た、内部被ばくは、男性又は妊娠する可能性がないと診断された女性においては三月

以内に 1 回、その他の女性においては一月以内に１回の頻度でホールボディーカウンタ

により測定することとしており、「電離放射線障害防止規則」の要求に従い線量測定す

ることが定められていることを「線量管理要領」等にて確認した。 

線量測定結果の評価については、不均等な被ばくを受ける場合は、体の各部位ごと

に個人線量計を装着し、その測定値にＩＣＲＰが勧告した部位別の臓器・組織のリスク

を考慮した荷重係数を掛けて実効線量を算出するなど、「被ばく線量の測定・評価

（原子力安全技術センター）」に従い行うものとしていることを「線量管理要領」にて確認

した。 

線量測定の評価結果については、原子力入構者管理システムにおいて入力・集計
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された所員及び協力企業等の業務従事者のデータについて、放射線安全ＧＭが確認

し、線量データとして確定した後、所員に対しては直接個人被ばく線量の通知を行って

いることを「個人線量通知表」の通知記録により確認した。なお、協力企業等に対して

は協力企業の放射線管理部門を経由して、個人被ばく線量の通知を行っていることを

協力企業の代表者宛の「個人線量通知表」の通知記録により確認した。 

個人線量の記録は、放射線影響協会に引き渡す前までの期間は「線量管理個人

原簿」等をマイクロフィルムに記録し保管することとしていることを「線量管理要領」により

確認した。また、放射線影響協会に記録を引き渡した後であっても、記録訂正の必要

が生じた場合には「被ばく線量登録管理業務関係規定集」に従ってマイクロフィルムの

記録を修正することとしていることを同要領により確認した。 

以上のことから、当該検査項目に係る保安規定の遵守状況は、良好であると判断

した。 

 
④原子力防災資機材の管理状況（抜き打ち検査） 

各グループが管理する原子力防災機資材及びその他の原子力防災資機材（以下

「防災資機材等」という。）については、グループごとに資機材に応じた点検計画を策定

して管理しており、放射線安全グループでは、「放射線管理基本マニュアル」「放射線

計測器管理ガイド」に基づき「放射線計測器類校正・点検計画」「原子力災害対策

用計測器配備台帳」を作成し、計画に従い点検・校正を行っていることを記録により確

認した。また、放射線計測器類の長期貸し出し、不適合等についても「放射線計測器

類校正・点検計画」に含めて記録し管理していることを確認した。 

防災資機材等を管理する各グループは、「原子力防災資機材等の管理にかかる運

用ガイド」及び防災安全グループが発出する「資機材の現況確認について」の依頼文に

基づいて年 1 回以上、各資機材に応じた点検を実施することとし、現況確認後、一元

管理する共有ファイル「資機材に係る管理表」へ資機材の数量、点検日、点検結果、

点検者を入力し、防災安全ＧＭがその内容を確認する運用としていることを聴取した。 

また、前兆事象の検知が可能で、検知から時間的猶予が見込まれる強風、積雪等

の自然災害等の発生が予想される場合における緊急時対応能力を確保するために

「前兆事象対応要領」を定め、気象庁の予報等を入手した時点で、防災安全部長等

が発電所長に具申し、対策本部を発足するなど、緊急時体制が求められる状況とな

る前に、予想される事象に応じた防災体制を整える計画であることを確認した。積雪を

例にとれば、除雪態勢を強化するとともに、優先除雪のルート、除雪対象設備を示して

防災資機材等を優先的に確保できることを確認した。なお、前兆事象の検知が極めて

困難で、検知から短時間で影響が発生する地震、竜巻、落雷、隕石の落下等の事

象への対応については「緊急時対策本部運営要領」の「Ⅱ共通事項」の大方針に基

づいて発電所長が意思決定・判断を行い、対応する方針であることを聴取した。 
防災資機材等の管理方法について、防災資機材等と今後新規制基準に基づき配
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備する資機材等が混在して保管されている荒浜側自主保安資機材倉庫及び大湊側

自主保安資機材倉庫を「保全部関係倉庫における保管物品管理ガイド」の対象に追

加し、これに基づき配置図を作成、整理し、管理場所の見える化等の改善に取り組ん

でいることを確認した。なお、今後増加する資機材の管理方法について、他電力会社

との情報共有や、物品管理システムの導入検討を含めて、更なる改善に取り組んでい

ることを聴取した。 
「原子力事業者防災業務計画」に基づき配備される緊急時対応に必要な防災資

機材等のうち大湊側高台資機材倉庫における配備状況を現場にて確認した結果、

資機材は「資機材に係る管理表」及び「資機材倉庫－配置図」に基づき整理された

状態で保管されており、また、資機材ごとに、名称、管理番号等を記載したプレートに

より識別がなされていることを確認した。 
以上のことから、当該検査項目に係る保安規定の遵守状況は、良好であると判断

した。 
 

⑤放射性固体廃棄物の保管状況（抜き打ち検査） 
固体廃棄物貯蔵庫には、プラント運転開始以降発生した放射性固体廃棄物を封

入したドラム缶が長期間多数保管されているが、その保管については「放射性固体廃

棄物管理要領」において、週１回の目視による巡視及び半年に１回のカメラ使用による

巡視により現場の保管状況を確認することが定められていることを確認した。なお、同

要領において、週１回の巡視点検では、固体廃棄物貯蔵庫の通路側から目視可能

な範囲で放射性固体廃棄物を封入したドラム缶の異常（転倒・落下・腐食・損傷・漏

えい、ラベル剥がれ）の有無を確認することが定められている。また、半年に１回の巡視

では、通常の目視では確認が困難な箇所（ドラム缶の裏面部、ドラム缶群の中央部に

配置されたドラム缶等）を含め、先端にカメラを取り付けたポールをドラム缶の間隙に挿

入してドラム缶の異常の有無を確認し、結果を記録することが定められている。なお、巡

視のために必要な具体的条件については、どちらかの通路側から確実にカメラでの確認

が行えるようにするため、固体廃棄物貯蔵庫の配置図においてドラム缶群を挟む通路

の間隔が最も長い箇所を特定し、ポールの長さをその２分の 1 以上の長さとして６ｍとす

るなど、巡視を担当する現場作業者とともに現場にて調整されたことを聴取により確認

した。 

また、廃棄物をドラム缶に封入する際に、ドラム缶の内容物を記録することが同要領

に定められており、これに従い直近で固体廃棄物貯蔵庫に搬入した際の実績について、

固体廃棄物入りのドラム缶を作製した主管グループから提出された「ドラム缶詰め報告

書」及び「搬出物品確認申請書」の記録により確認した。 

週１回の巡視を本検査期間中に実施することが予定されていたことから、現場での

作業状況に立会い、同要領に基づきドラム缶の確認が適切に実施されているとともに、

通路に面したドラム缶に加え、奥に配置されているドラム缶についても、ドラム缶の間隙
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からサーチライトを照らすことにより、目視可能な限り確認していることを確認した。 

ドラム缶の保有量については、３ヵ月に１回以上の頻度で保有量の記録により確認

すること及び半年に１回の巡視の際にドラム缶員数確認することが同要領に定められて

おり、それらの確認結果をそれぞれの直近の本年１０月及び１１月分の「固体廃棄物

管理月報」により確認した。 

なお、固体廃棄物貯蔵庫に隣接する固体廃棄物処理建屋の１部区画に“仮置エ

リア”が設定されており、セメント固化準備としてのドラム缶約２０体が仮置きされている

ことを現場にて確認した。その設置状況は、「放射性廃棄物管理要領」に従っており特

に問題は生じてなかったものの、仮置き可能な期限、範囲、個数の限度、仮置き中の

ドラム缶の状態確認方法等に係る明確なルールが現状定められていないことから、これ

らに係るルールを同要領に明確化する方針であることを検討書「固体廃棄物貯蔵庫に

おける仮置きルールの明確化について」により確認した。 

以上のことから、当該検査項目に係る保安規定の遵守状況は、良好であると判断

した。 

 
 

２）追加検査結果 
なし 

 
３）その他 

なし 
 

（３）違反事項 

なし 
 
５．特記事項 

なし 
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保安検査日程（１／２） 
月 日 号 機 １１月２７日（月） １１月２８日（火） １１月２９日（水） １１月３０日（木） １２月１日（金） １２月２日（土） １２月３日（日） 

 

午 前 

 

（１，２号) 

(３，４号) 

(５号) 

(６/７号) 

●初回会議 

●運転管理状

況の聴取 
 

●検査前会議 

●運転管理状

況の聴取 
◎保守管理の実

施状況 

 

●検査前会議 

●運転管理状

況の聴取 
◎保守管理の実

施状況 

 

●検査前会議 

●運転管理状

況の聴取 
○放射線被ばく

管理の実施状

況 

●検査前会議 

●運転管理状

況の聴取 
◇原子力防災資

機材の管理状

況 

●中央制御室

巡視 

 

 

午 後 

 

（１，２号) 

(３，４号) 

(５号) 

(６/７号) 

◎保守管理の実

施状況 

 

 

●中央制御室

巡視 

 

 

●チーム会議 

●まとめ会議 

◎保守管理の実

施状況 

 

 

●中央制御室

巡視 

 

 
●チーム会議 

●まとめ会議 

○放射線被ばく

管理の実施状

況 

 

●中央制御室

巡視 

 

 
●チーム会議 

●まとめ会議 

○放射線被ばく

管理の実施状

況 

 

●中央制御室

巡視 

 

 
●チーム会議 

●まとめ会議 

◇原子力防災資

機材の管理状

況 

●中央制御室

巡視 

●原子炉施設

巡視（２号機

原子炉建屋） 

●チーム会議 

●まとめ会議 

  

勤務 

時間外 

   ●中央制御室

巡視 

    

○:基本検査項目 ◎:保安検査実施方針に基づく検査項目 ◇:抜き打ち検査項目  ☆：追加検査項目 □：その他として検査した項目 ●:会議/記録確認/巡視等 
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保安検査日程（２／２） 
月 日 号 機 １２月４日（月） １２月５日（火） １２月６日（水） １２月７日（木） １２月８日（金）   

 

午 前 

 

（１，２号) 

(３，４号) 

(５号) 

(６/７号) 

●検査前会議 

●運転管理状

況の聴取 
◎上期発電所長

レビューの実施

状況 

●検査前会議 

●運転管理状

況の聴取 
◇放射性固体廃

棄物の保管状

況 

●検査前会議 

●運転管理状

況の聴取 
◎上期発電所長

レビューの実施

状況 

●検査前会議 

●運転管理状

況の聴取 
◇放射性固体廃

棄物の保管状

況 

●検査前会議 

●運転管理状

況の聴取 

  

 

午 後 

 

（１，２号) 

(３，４号) 

(５号) 

(６/７号) 

◎上期発電所長

レビューの実施

状況 

 

●中央制御室

巡視 

 

 

 

●チーム会議 

●まとめ会議 

◇放射性固体廃

棄物の保管状

況 

 

●中央制御室

巡視 

●原子炉施設

巡視（固体廃

棄物貯蔵庫） 

●チーム会議 

●まとめ会議 

◎上期発電所長

レビューの実施

状況 

 

●中央制御室

巡視 

 

 

 

●チーム会議 

●まとめ会議 

◎上期発電所長

レビューの実施

状況 

 

●中央制御室

巡視 

●原子炉施設

巡視（４号機

原子炉建屋） 

●チーム会議 

●まとめ会議 

 

 

 

 

●中央制御室

巡視 

 

 
●チーム会議 

●まとめ会議 

●最終会議 

  

勤務 

時間外 

        

○:基本検査項目 ◎:保安検査実施方針に基づく検査項目 ◇:抜き打ち検査項目  ☆：追加検査項目 □：その他として検査した項目 ●:会議/記録確認/巡視等 

 


